
事   務   連  絡 

令 和 7 年 2 月 1 7 日 

 

   

  各都道府県衛生主管（部）局 御中 

    

    

                                         厚生労働省医政局地域医療計画課 

                      

                          

医療機関における木材利用の促進及び CLTの活用について 

 

 

 医療機関における木材利用については、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物

等における木材の利用の促進に関する法律」（平成 22年法律第 36 号。以下「法」という。）

に基づき、木材の利用の促進に御尽力いただいてきたところである。令和３年 10月１日に

施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」

（令和３年法律第 77 号）により、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されたとこ

ろである。  

 本改正により、民間建築物を含む建築物一般において木材利用を促進することとされた

が、公共建築物において率先して木材の利用を図ることにより、公共建築物以外の建築物

への波及効果が期待される。このため、政府としては引き続き、公共建築物に対する CLT

（Cross Laminated Timber の略称、いわゆる直交集成板）や木質耐火部材等を含む木材の

幅広く積極的な活用に向けた施策の推進を図っているところである。 

 ついては、各都道府県においても医療機関の整備に当たり、CLT 等の木材の積極的な活

用に御配慮いただくとともに、管内医療機関に対して、CLT 等の木材を積極的に活用して

いただくよう周知方お願いする。 

 

 （参考１）内閣官房 CLT 活用促進のための政府一元窓口 

URL:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/ 

 

 （参考２）林野庁 「木材の利用の促進について」 

  URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/index.html 
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